
政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

中ノ島 海士町 C 海士町 H25～26

水産物の消費拡大、担い手の育成確保、漁場環境改善と海藻有効利用、隠
岐産品のブランド力強化
・海士町漁業集落の地域活動を支援（水産物の消費拡大、担い手の育成確
保、漁業環境改善と海藻有効利用、隠岐産品のブランド力強化等）

・海士町漁業集落の地域活動を支援（いわがきﾎﾟﾝﾌﾟ場整
備、海底清掃、稚魚放流など）

中ノ島 海士町 D 海士町 H25～27
物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進
・雇用機会の創出のための戦略産品（魚介類・牛）の移出に係る輸送費支
援を実施

戦略産品（白イカ、アジなどの魚介類・牛）の移出に係る海
上輸送費を補助

中ノ島 海士町 D 海士町 H25～27

隠岐産品のブランド力強化
・島風ブランドの海外展開支援を実施
（海外商談会等への出展のための費用を補助）
・島風ブランドの販売促進を実施
（展示会等への出展、専門家によるアドバイス、販売促進委託、ＰＲ促進）
・新たな特産品の開発のための支援を実施

・島風便ブランドの海外展開を実施
　（ドバイ、台湾商談会への出展）
・島風便ブランドの販売促進を実施
　（国内展示会等への出展、首都圏での通年ＰＲ、ネット販売
　　出店、各種ＰＲの実施ほか）
・新たな特産品の開発のための支援を実施
　（アドバイザー招聘、商品開発スタッフの雇用ほか）

中ノ島 海士町 B 海士町 H26

特産品の生産能力向上による流通の効率化（原材料の島内自給）
・こじょうゆ味噌製造・保管施設を整備することにより、生産力を向上さ
せ、安定的な原材料（小麦・大豆）使用に繋げる。これにより島外移入し
ている原材料を島内自給に切り替えることを目指す。

・こじょうゆ味噌製造・保管施設の整備

中ノ島 海士町 H 海士町 H25～27

多様な交流機会の提供、受入体制等の整備
・島留学生の推進
・スポーツ合宿の誘致
・夢ゼミの実施
・交流学習センターの運営
・本土高校生との交流の実施
・キャンプやホームステイなどによる島内外の子ども達の交流の実施
・海士町観光協会と島民が一体となった交流・観光に関係する各部門の充
実

・島留学の推進（学校説明会の開催、島外講師招聘、島留
　学生受入ハウス運営）
・隠岐國学習センターの運営委託、ワークショップの開催
・スポーツ合宿の誘致
・キャンプイベント、ホームステイの実施
・海士町観光協会と島民が一体となった交流・観光に関係
　する各部門の充実（専門スタッフの育成・確保ほか）

中ノ島 海士町 Ｅ 海士町 H25～27
医療体制の充実
・海士診療所（医療機器の購入）

・海士診療所（高周波リニアプローブの購入）

中ノ島 海士町 Ｆ 海士町 H25～27
本土受診にかかる島民負担の軽減
・中ノ島に居住する妊婦の健診・分娩時にかかる交通費、宿泊費の支援

・中ノ島に居住する妊婦の健診・分娩時にかかる交通費、
　宿泊費の支援

計画期間 対象離島 市町村

事業計画のうちＨ２６年度に実施するものの公表 様式１

３年
（H25～27）

対象指定
地域

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

隠岐島



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

西ノ島 西ノ島町 C 西ノ島町 H25～26

水産物の消費拡大、担い手の育成確保、漁場環境改善と海藻有効利用、隠
岐産品のブランド力強化
・西ノ島町漁業集落の地域活動を支援（水産物の消費拡大、担い手の育成
確保、漁業環境改善と海藻有効利用、隠岐産品のブランド力強化等）

・西ノ島町漁業集落の地域活動を支援（稚魚放流、海岸・
海底清掃、藻場の造成・管理など）

西ノ島 西ノ島町 D 西ノ島町 H25～27
物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進
・雇用機会の創出のための戦略産品（魚介類、その他の水産品）の移出に
係る輸送費支援を実施

戦略産品（ハマチ、イカなどの魚介類、その他の水産品）
の移出に係る海上輸送費を補助

西ノ島 西ノ島町 H 西ノ島町 H25～27

多様な交流機会の提供
・スポーツ交流の実施
（自然とマラソンを融合させた島ランの実施）
・芸術交流の実施
（西ノ島に関連した様々なワークショップの開催）

・スポーツ交流の実施
　（自然とマラソンを融合させた島ランの実施）
・芸術交流の実施
　（西ノ島に関連した様々なワークショップの開催）

西ノ島 西ノ島町 Ｅ 西ノ島町 H25～27
医療体制の充実
・三度診療所（へき地診療所の運営）

・浦郷診療所（グリコヘモグロビン分析装置の購入）
・三度診療所（へき地診療所の運営）

西ノ島 西ノ島町 Ｆ 西ノ島町 H25～27
本土受診にかかる島民負担の軽減
・西ノ島に居住する妊婦の健診・分娩時にかかる交通費、宿泊費の支援

・西ノ島に居住する妊婦の健診・分娩時にかかる交通費、
宿泊費の支援

西ノ島 西ノ島町 Ｉ 西ノ島町 H25～26
防災対策の推進に関する事業
・防災行政無線を代替する臨時放送システムの整備
・防災備蓄倉庫の整備

・防災備蓄倉庫の整備

隠岐島

対象指定
地域

計画期間

３年
（H25～27）

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

対象離島 市町村



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

知夫里島 知夫村 A 知夫村 H26
超高速ブロードバンド通信の利用者の拡大・利用環境の整備
・知夫村全域の世帯に対して超高速ブロードバンド基盤を整備し、公共ア
プリケーション等を提供する。

・村内全域に超高速ブロードバンド環境を整備し、IP告知
サービス等を提供。

知夫里島 知夫村 C 知夫村 H25～26

水産物の消費拡大、担い手の育成確保、漁場環境改善と海藻有効利用、隠
岐産品のブランド力強化
・知夫村漁業集落の地域活動を支援（水産物の消費拡大、担い手の育成確
保、漁業環境改善と海藻有効利用、隠岐産品のブランド力強化等）

・知夫村漁業集落の地域活動を支援（種苗放流、漁場の
監視、ヒトデ駆除など）

知夫里島 知夫村 D 知夫村 H25～27
物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進
・雇用機会の創出のための戦略産品（魚介類）の移出に係る輸送費支援を
実施

戦略産品（サザエ、ヤズ、マルゴなどの魚介類）の移出に
係る海上輸送費を補助

知夫里島 知夫村 Ｆ 知夫村 H25～27
本土受診にかかる島民負担の軽減
・知夫村に居住する妊婦の健診・分娩時にかかる交通費、宿泊費の支援

・知夫村に居住する妊婦の健診・分娩時にかかる交通費、
宿泊費の支援

計画期間 対象離島
対象指定
地域

市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

隠岐島
３年

（Ｈ25～
27）



政令で定める
事業等

（別表参照）
実施主体 実施年度 離島振興計画に基づく事業等の内容 うち、Ｈ２６年度に実施する事業等の内容

島後 隠岐の島町 C 隠岐の島町 H25～26

水産物の消費拡大、担い手の育成確保、漁場環境改善と海藻有効利用、隠
岐産品のブランド力強化
・隠岐の島町漁業集落の地域活動を支援（水産物の消費拡大、担い手の育
成確保、漁業環境改善と海藻有効利用、隠岐産品のブランド力強化等）

・隠岐の島町漁業集落の地域活動を支援（産卵場・育成場
の整備、植樹・魚付き林の整備、海岸・海底清掃、漁場監
視、集出荷場の整備・改良、加工品開発など）

島後 隠岐の島町 D 隠岐の島町 H25～27
隠岐産品のブランド力強化
・新たな特産品開発のための支援を実施
・商品の販売促進支援を実施

・特産品をＰＲし販路拡大に繋げるため商談会、各種イベ
ントへ参加、ＰＲ資料の作成ほか

島後 隠岐の島町 D 隠岐の島町 H25～27
物資の輸送に要する費用の低廉化に向けた取り組みの推進
・雇用機会の創出のための戦略産品（藻塩米、魚介類、原木、製材）の移
出に係る輸送費支援を実施

・戦略産品（藻塩米、魚介類、原木、製材）の移出に係る海
上輸送費を補助

島後 隠岐の島町 H 隠岐の島町 H25～27
多様な交流機会の提供
・島の魅力を知ってもらうための様々な体験ツアーの開催
・映像誘致による島の認知度向上、来島者の拡大

・隠岐の自然を活かした映像情報の収集・発信により、映
画やＣＭなどの映像誘致を実施

島後 隠岐の島町 Ｅ 隠岐の島町 H25～27
医療体制の充実
・五箇診療所、五箇歯科診療所、中村診療所、都万診療所、都万歯科診療
所（医療機器の購入）

・五箇診療所、中村診療所、都万診療所（医療機器の購
入）

島後 隠岐の島町 Ｅ 隠岐の島町 H25～27
医療体制の充実
・布施診療所、久見診療所（へき地診療所の運営）

・布施診療所、久見診療所（へき地診療所の運営）

島後 隠岐の島町 Ｅ 隠岐広域連合 H25～27
医療体制の充実
・隠岐病院（医療機器の購入、へき地医療拠点病院の運営、産科医療機関
の確保）

・隠岐病院（医療機器の購入、へき地医療拠点病院の運
営、産科医療機関の確保）

島後 隠岐の島町 Ｆ 隠岐の島町 H25～27
本土受診にかかる島民負担の軽減
・島後に居住する、本土の医療機関で出産が必要な妊婦の健診・分娩時に
かかる交通費、宿泊費の支援

・島後に居住する、本土の医療機関で出産が必要な妊婦
の健診・分娩時にかかる交通費、宿泊費の支援

対象指定
地域

計画期間 対象離島 市町村

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項

隠岐島
３年

（Ｈ25～
27）


